
自動販売機の設置に係る入札の参加資格等に関する要領 

（趣旨） 

第１条 この要領は、財務規則（昭和３９年宮城県規則第７号）第９５条第１項の規定に基

づき、自動販売機の設置の用に供するための公有財産の貸付けに係る一般競争入札（以下

「入札」という。）に参加する者に必要な資格（以下「参加資格」という。）及びその申請

手続等に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（参加資格） 

第２条 入札に参加しようとする者は、次のいずれにも該当しない者でなければならない。 

（１）契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者 

（２）第１０条第１項第３号の規定に該当することにより参加資格の登録を取り消された

者で、同条第３項に規定する資格制限期間を経過していないもの 

（３）別表１各項のいずれかに該当すると認められる者 

（４）県税を完納していない者 

（５）消費税及び地方消費税を完納していない者 

（６）自動販売機の設置業務において、２年以上継続して管理及び運営の実績を有していな

い者 

（７）法人の場合は、宮城県内に本店、支店又は営業所を有していない者。また、個人の場

合は、宮城県内に住所を有し業を営んでいない者 

 

（登録の申請） 

第３条 入札に参加しようとする者は、次に掲げる書類を添えて、知事に申請しなければ 

ならない。 

（１）自動販売機の設置に係る一般競争入札参加業者登録申請書（様式第１号） 

（２）法人にあっては登記事項証明書、個人にあっては契約を締結する能力を有しない者及

び破産者で復権を得ない者でないことの証明書 

（３）誓約書（様式第２号）及び役員等名簿（様式第２号別紙） 

（４）県税の納税証明書 

（５）消費税及び地方消費税の納税証明書 

（６）２年以上継続して自動販売機を設置した実績を証明する書類（使用許可書又は契約書

の写し等） 

（７）委任状（県外に本店を有する者で、その代表者から入札等の権限を委任された県内に

ある支店又は営業所を代表する者が申請する場合） 

（８）その他知事が必要と認める書類 

２ 前項の規定による申請は、知事が定める期間において行うものとする。 

３ 第１０条第１項第３号の規定に該当することにより参加資格の登録を取り消された者

で、同条第３項に規定する資格制限期間が満了する日の翌日以後の入札に参加するため

に参加資格の登録を受けようとするものは、当該資格制限期間内であっても、第１項の規

定による申請を行うことができる。 

 

（参加業者の審査等） 



第４条 知事は、前条第１項の規定による申請があったときは、その内容の審査を行うもの

とする。 

２ 知事は、前項の審査を行うに当たっては、その申請に係る入札に参加しようとする者が

別表１第１項に該当するかどうかについて、県警察本部長に照会するものとする。 

３ 知事は、第１項の審査の結果適格と認めるときは、宮城県の自動販売機設置に係る一般

競争入札参加業者登録簿（以下「登録簿」という。）に登録するとともに、その旨を記載

した書面（様式第３号）を当該申請者に交付するものとする。 

４ 知事は、第１項の審査の結果不適格と認めるときは、その理由を付してその旨を当該申

請者に通知するものとする（様式第４号）。 

 

（参加資格の有効期間） 

第５条 前条第３項の規定により書面の交付を受けた者（以下「登録業者」という。）は、知

事が指定する３年間（以下「有効期間」という。）について参加資格を有するものとする。 

 

（暴力団排除） 

第６条 知事は、登録業者が別表１第１項に該当するかどうかについて、県警察本部長に定

期的に照会するものとする。 

 

（変更届） 

第７条 登録業者は、次に掲げる事項について変更があったときは、その事実を証する書類

を添えて、遅滞なく、知事に届け出なければならない（様式第５号）。 

（１）商号又は名称 

（２）住所又は所在地 

（３）代表者又は代表者から委任を受けた者 

（４）役員名簿 

（５）電話番号 

（６）その他営業内容に関しての重要な事項 

 

（廃業等の届出） 

第８条 登録業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める

者は、次条第１項の規定により当該登録業者の地位が承継された場合を除き、遅滞なく、

知事に届け出なければならない（様式第６号）。 

（１）第２条第１号の規定に該当するに至ったとき 成年後見人等 

（２）死亡したとき その相続人 

（３）合併により消滅したとき その法人を代表する役員であった者 

（４）破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人 

（５）合併又は破産手続開始の決定以外の原因により解散したとき その清算人 

（６）自動販売機の設置業務の営業を廃止したとき 登録業者であった法人を代表する役員 

（７）一年以上営業を休止しようとするとき 登録業者 

 

（承継） 



第９条 登録業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合において、当該各号に

掲げる者で第２条各号のいずれにも該当しないものは、知事の承認を受けて、当該登録業

者の参加資格を承継することができる。 

（１）死亡した場合 その相続人 

（２）法人を設立した場合 その法人 

（３）分割により既に登録されている主たる事業を承継した場合 承継した法人 

（４）合併した場合 合併後の法人 

２ 前項の規定により承継をしようとする者は、その原因を証する書面及び第３条第１項 

第２号から第８号までの書類を添えて、知事に申請しなければならない（様式第７号）。 

３ 第４条の規定は、前項の規定による申請があった場合について準用する。この場合に 

おいて、同条第１項中「前条第１項」とあるのは「第９条第２項」と、同条第２項中「入 

札に参加しようとする者」とあるのは「登録業者の参加資格を承継しようとする者」と 

読み替えるものとする。 

４ 参加資格の承継の承認を受けた者は、当該承継に係る登録業者の有効期間の残存期間 

について参加資格を有する。 

 

（参加資格の取消しと制限） 

第１０条 知事は、登録業者が次の各号のいずれかに該当するときは、参加資格の登録を取

り消すものとする。 

（１）第８条の規定による届出がない場合（前条第１項の規定により登録業者の地位が承継

された場合を除く。）において、第８条各号のいずれかに該当する事実が判明したとき。 

（２）第２条第１号又は第７号に規定する者に該当することとなったとき。 

（３）別表２各項に掲げる資格制限要件のいずれかに該当することとなったとき。 

２ 知事は、前項の規定により参加資格の登録を取り消したときは、登録簿から当該登録業

者の登録を抹消するとともに、参加資格の登録を取り消した者にその理由を付してその

旨を通知するものとする（様式第８号）。 

３ 知事は、第１項第３号の規定に該当することにより参加資格の登録を取り消し、及び登

録簿から登録を抹消した者（以下「登録抹消者」という。）について、別表２各項に定め

る期間の範囲内で登録抹消者が第３条第１項の申請ができない期間（同条第３項の場合

を除く。以下「資格制限期間」という。）を定めるものとする。 

（資格制限期間の特例等） 

第１１条 知事は、登録抹消者が１の事案により別表２各項の資格制限要件の２以上に該当

したときは、当該要件ごとに定める短期及び長期の最も長いものの期間の範囲内で資格

制限期間を定めることができるものとする。 

２ 知事は、登録抹消者が次のいずれかに該当することとなった場合においては、別表２各

項の資格制限要件ごとに定める短期の２倍の期間と長期の期間の範囲内で資格制限期間

を定めることができるものとする。 

（１）資格制限期間中又は当該資格制限期間の満了後１年を経過するまでの間に、別表２各

項の資格制限要件のいずれかに該当することとなったとき。 

（２）別表２第７項から第９項までの資格制限要件に係る資格制限期間の満了後３年を経

過するまでの間に、これらの規定の資格制限要件に該当することとなったとき（前号に



掲げる場合を除く。）。 

３ 知事は、登録抹消者について情状酌量すべき特別の事由があると認める場合は、資格制

限期間を定めず、又は別表２各項に定める短期の２分の１の期間と長期の期間の範囲内

で資格制限期間を定めることができるものとする。 

４ 知事は、登録抹消者について極めて悪質な事由があるため、又は登録抹消者が極めて重

大な結果を生じさせたため、別表２各項に定める長期の期間を超える資格制限期間を定

める必要があると認めるときは、その事実が発生したとき以降３年間の範囲内において、

これらの規定に定める短期の期間と長期の２倍の期間の範囲内で資格制限期間を定める

ことができるものとする。 

５ 資格制限期間は、事案ごとに３年を超えることができない。 

 

（資格制限期間の変更） 

第１２条 知事は、登録抹消者について情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が

明らかになったときは、別表２各項に定める短期の２分の１の期間と長期の２倍の期間

の範囲内で資格制限期間を変更することができる｡ 

２ 知事は、登録抹消者が事案について責めを負わないことが明らかになったと認めたとき

は、当該登録抹消者について資格制限期間を短縮するものとする。 

 

（資格制限の決定通知） 

第１３条 知事は、第１０条第３項、第１１条第１項から第４項まで及び前条の規定により

資格制限期間の決定又は変更をしたときは、自動販売機の設置に係る資格制限期間（短縮）

決定通知書（様式第９号）により当該登録抹消者に速やかに通知するものとする。 

２ 知事は、前項の通知をする場合において、必要があると認めるときは、改善措置に関す

る報告を求めることができる。 

 

（事故等の報告） 

第１４条 財産管理者は、登録業者が別表２各項に掲げる資格制限要件のいずれかに該当す

ると認めたときは、自動販売機の設置に係る事故発生報告書（様式第１０号）により、知

事に速やかに報告しなければならない。 

 

（資格制限期間の決定に至らない事由に関する措置） 

第１５条 知事は、資格制限期間の決定までには至らないと認める事案で、必要があると認

めるときは、当該登録業者に対し、書面により警告を行うことができる。 

 

（自動販売機設置に係る一般競争入札参加業者資格審査委員会への付議） 

第１６条 知事は、第１０条第３項、第１１条第１項から第４項まで及び第１２条の規定に

より資格制限期間の決定又は変更をしようとするときは、自動販売機設置に係る入札参

加業者資格審査委員会（以下「審査委員会」という。）の議に付すものとする。ただし、

審査委員会を開くことができない特別の事由があるときは、この限りでない。 

 

（雑則） 



第１７条 この要領に定めのない事項については、別に定める。 

 

（電子申請） 

第５条 この要領に基づく申請、届出等については、情報通信技術を活用した行政の推進等

に関する規則（平成１７年３月３１日規則第７７号。以下「規則」という。）で定める電

子情報処理組織を使用する方法により行うことができるものとし、この場合の取扱につ

いては、規則第１６条の規定により、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例

（平成１７年３月２５日条例第２８号）及び規則の規定の例によるものとする。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、平成２４年１月３１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成２３年１月２５日付け「自動販売機設置の用に供するための行政財産の貸付け」の

入札公告に定めるところにより、入札に参加する者に必要な資格の確認を受けた者につい

ては、第３条第１項第３号の書類を提出することにより、平成２５年９月３０日までの間、

参加資格を有するものとする。 

３ 平成２３年１１月２２日に実施した石巻市の仮設住宅団地への自動販売機設置事業者

抽選会に参加し、かつ２に該当しない者は、第３条第１項第１号、第３号及び第７号の書類

を提出することにより、平成２５年９月３０日までの間、参加資格を有するものとする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、平成２５年９月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前のこの要領の規定による様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分

の間、改正後の本要領の規定によるものとみなす。 

附 則 

この要領は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和７年４月１日から施行する。 



別表１ 

暴力団等への該当性 

１ 入札に参加しようとする者若しくはその役員（入札等の権限を委任された県内にあ

る支店又は営業所を代表する者を含む。以下この表において同じ。）が暴力団員等（暴

力団排除条例（平成２２年宮城県条例第６７号。以下「条例」という。）第２条第４

号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。）であると認められるとき又は暴力団員

等がその経営に事実上参加していると認められるとき。 

 

 

２ 入札に参加しようとする者（その者の使用人で役員以外のものがその者のために行

った場合の当該使用人で役員以外のものを含む。以下この表において同じ。）又はそ

の役員が、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的

をもって、暴力団（条例第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）、暴力

団員等若しくは暴力団関係者（暴力団又は暴力団員等に協力し、関与する等これを関

わりを持つ者として、警察から通報があった者若しくは警察が確認した者をいう。以

下同じ。）（以下「暴力団等」という。）の威力を利用するなどの行為をしていると

認められるとき。 

 

 

３ 入札に参加しようとする者又はその役員が、暴力団等又は暴力団等が経営若しくは

運営に関与していると認められる法人等に対して、資金等を提供し、又は便宜を供与

するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 

 

 

４ 入札に参加しようとする者又はその役員が、暴力団等と社会的に非難されるべき関

係を有していると認められるとき。 

 

 

５ 入札に参加しようとする者又はその役員が、暴力団等であることを知りながら、こ

れと取引し、又はこれを不当に利用していると認められるとき。  

 

 



別表２ 

資 格 制 限 要 件 及 び 期 間 

資  格  制  限  要  件 期 間 

 （虚偽記載） 

１ 自動販売機の設置に係る一般競争入札において、知事に提出すべ

き書類に虚偽の記載をする等、契約の相手方として不適当であると

認められるとき。 

 

１か月以上 

９か月以内 

 

 

 （粗雑履行） 

２ 県の施設への自動販売機の設置又はその管理運営に当たり、故意

又は過失によりその業務の遂行を粗雑にしたと認められるとき（そ

のかしが軽微であると認められるときを除く。）。 

３ 県内において、県以外の公共機関への自動販売機の設置又はその

管理運営に当たり、故意又は過失によりその業務の遂行を粗雑にし

た場合において、そのかしが重大であると認められるとき。 

 

１か月以上 

24か月以内 

 

１か月以上 

５か月以内 

 

 

 （契約違反等） 

４ 自動販売機の設置に係る県との行政財産の賃貸借契約において、

次のいずれかに該当するとき。 

（１）契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められる 

 とき。 

（２）契約をしなかったとき。 

 

（３）過去１年以内に第１５条の規定により書面による警告を受け、

再度の警告すべき事由が発生したとき、又は過去３年間で３度目

の警告すべき事由が発生したとき。 

 

 

 

１か月以上 

12か月以内 

３か月以上 

12か月以内 

１か月以上 

３か月以内 

 

 

 （安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故） 

５ 自動販売機の設置又はその管理運営に当たり、安全管理の措置が

不適切であったため、公衆に損害を与えたと認められるとき。 

 

１か月以上 

９か月以内 

 

 （安全管理措置の不適切により生じた設置事業関係者事故） 

６ 自動販売機の設置又はその管理運営に当たり、安全管理の措置が

不適切であったため、設置事業関係者に死亡者又は負傷者を生じさ

せたと認められるとき。 

 

１か月以上 

５か月以内 

 

 

 

 

 

 



資  格  制  限  要  件 期 間 

 （贈賄） 

７ 次のいずれかに掲げる者が、国若しくは地方公共団体の職員又は

これらの職員に準ずる職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕さ

れ、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 

（１）登録業者又はその代表権を有する役員（代表権を有すると認め

るべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。） 

（２）登録業者の役員又は第３条の規定により申請をしたその支店若

しくは営業所を代表する者で代表役員等以外のもの（以下「一般

役員等」という。） 

（３）登録業者の使用人で一般役員等以外の者（以下「使用人」とい

う。） 

 

 

 

 

19か月以上 

24か月以内 

 15 か月以上 

21か月以内 

 

９か月以上 

18か月以内 

 

 （独占禁止法違反行為） 

８ 自動販売機の設置に係る県との行政財産の賃貸借契約その他の県

との契約に関して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法

律（昭和２２年法律第５４号）第３条又は第８条第１号に違反し、

契約の相手方として不適当であると認められるとき。 

 

12か月以上 

36か月以内 

 

 

 

 （競売入札妨害又は談合） 

９ 自動販売機の設置に係る県との行政財産の賃貸借契約その他の県

との契約に関して、代表役員等、一般役員等又は使用人が刑法（明

治４０年法律第４５号）第９６条の６第１項に規定する競売入札妨

害若しくは同条第２項に規定する談合の容疑により逮捕され、又は

逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 

 

12か月以上 

36か月以内 

 

 

 

 

 （廃棄物処理法違反行為） 

10 業務に関して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年 

法律第１３７号）違反の容疑により代表役員等、一般役員等又は使 用

人が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 

 

６か月以上 

24か月以内 

 

 

 （暴力的不法行為等） 

11 次のいずれかに該当し、自動販売機の設置に係る県との行政財産

の賃貸借契約の相手方として不適当であると認められるとき。 

（１）登録業者、代表役員等若しくは一般役員等が暴力団員等である

と認められるとき又は暴力団員等がその経営に事実上参加してい

ると認められるとき。 

 

 

 

24か月 

 

 

 

 



資  格  制  限  要  件 期 間 

（２）登録業者（当該登録業者の使用人が当該登録業者のために行っ

た場合の当該使用人を含む。以下この項において同じ。）、代表

役員等又は一般役員等が、自己若しくは第三者の不正な利益を図

り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団、暴力団員

等若しくは暴力団関係者（以下「暴力団等」という。）の威力を

利用するなどの行為をしていると認められるとき。 

（３）登録業者、代表役員等又は一般役員等が、暴力団等又は暴力団

等が経営若しくは運営に関与していると認められる法人等に対し

て、資金等を提供し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の

維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 

（４）登録業者、代表役員等又は一般役員等が、暴力団等と社会的に

非難されるべき関係を有していると認められるとき。 

（５）登録業者、代表役員等又は一般役員等が、暴力団等であること

を知りながら、これと取引し、又はこれを不当に利用していると

認められるとき。 

（６）代表役員等、一般役員等又は使用人が、行政財産を賃貸して自

動販売機を設置し、及び管理する業務に関して、暴力団員による

不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第１号に規定する暴力的不法行為等を行ったと認められると

き。 

 

24か月 

 

 

 

 

 

24か月 

 

 

 

24か月 

 

24か月 

 

 

６か月以上 

12か月以内 

 

 

 

 （不正又は不誠実な行為） 

12 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第

２項第３号、第４号又は第６号に該当すると認められるとき。 

13 前各項に掲げる場合のほか、自動販売機を設置し、及び管理する

業務に関して不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適

当であると認められるとき。 

14 前各項に掲げる場合のほか、代表役員等が禁固以上の刑に当たる

犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法

の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当と認め

られるとき。 

 

 

 

１か月以上 

24か月以内 

１か月以上 

24か月以内 

 

１か月以上 

14か月以内 

 

 

 

 


